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令 和 ３ 年 第 ４ 回 伊 佐 市 議 会 定 例 会 の 開 会 に あ た り 、 報

告 第 1 2号 及 び 報 告 第 1 3号 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

こ れ ら ２ 件 に つ き ま し て は 、 地 方 自 治 法 第 1 8 0条 第 １ 項

の 規 定 に よ り 、 市 長 の 専 決 事 項 に 指 定 さ れ た １ 件 1 0 0万 円

以 下 の 損 害 賠 償 の 額 の 決 定 及 び 和 解 に 関 し 専 決 処 分 し た

も の で 、 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 報 告 す る も の で あ り ま

す 。  

 

 報 告 第 1 2号 に つ き ま し て は 、 伊 佐 市 菱 刈 南 浦 1 3 0 5番 地

３ 付 近 に お い て 、 市 職 員 が 市 道 の 除 草 作 業 を 行 っ て い た

と こ ろ 、 使 用 し て い た 刈 払 機 に よ っ て は じ か れ た 石 が 、

通 行 中 の 相 手 方 が 所 有 す る 車 両 の フ ロ ン ト ガ ラ ス を 損 壊

し た も の で 、 損 害 賠 償 の 額 及 び 和 解 の 内 容 と い た し ま し

て は 、 事 故 の 過 失 割 合 は 、 市 を 1 0 0パ ー セ ン ト と し 、 市 は

相 手 方 に 1 5万 3, 9 8 9円 を 支 払 う こ と を も っ て 、 以 後 市 と 相

手 方 の 双 方 は 、 本 件 事 故 に 関 し 異 議 を 申 し 立 て な い こ と

を 確 約 す る も の で あ り ま す 。  

 

次 に 、 報 告 第 13号 に つ き ま し て は 、 伊 佐 市 菱 刈 前 目 6 5 5

番 １ 地 先 の 市 道 を 通 行 中 の 原 動 機 付 自 転 車 が 、 市 道 の 陥

没 部 分 を 避 け き れ ず バ ラ ン ス を 崩 し 転 倒 し 、 運 転 者 が 両

腕 、 腰 及 び 両 足 を 負 傷 し 、 運 転 者 が 所 有 す る 原 動 機 付 自

転 車 及 び ス マ ー ト フ ォ ン を 損 壊 し た も の で 、 損 害 賠 償 の

額 及 び 和 解 の 内 容 と い た し ま し て は 、 事 故 の 過 失 割 合 は 、

市 を 5 0パ ー セ ン ト と し 、 市 は 相 手 方 に 1 0万 7 , 0 5 7円 を 支 払

う こ と を も っ て 、 以 後 市 と 相 手 方 の 双 方 は 、 本 件 事 故 に

関 し 異 議 を 申 し 立 て な い こ と を 確 約 す る も の で あ り ま す 。  

 

 以 上 で 報 告 第 1 2号 及 び 報 告 第 1 3号 の 説 明 を 終 わ り ま す 。  

―――  降  壇  ―――   
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議 案 第 7 5号 及 び 議 案 第 7 6号 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

ま ず 、 議 案 第 7 5号 「 専 決 処 分 の 承 認 を 求 め る こ と 」 に

つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 「 令 和 ３ 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 補

正 予 算 （ 第 1 1号 ） 」 を 専 決 処 分 し た も の で あ り ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、 衛 生 費 に つ い て 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス

感 染 症 対 応 対 策 関 連 経 費 と し て 、 ワ ク チ ン 追 加 接 種 及 び

そ の 体 制 確 保 に 要 す る 経 費 に つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ て

お り ま す 。  

 

 こ れ ら の 財 源 に つ き ま し て は 、 国 庫 支 出 金 及 び 繰 入 金

を も っ て 充 当 し て お り ま す 。  

 

こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

5 , 3 7 0万 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ

ぞ れ 1 9 2億 7 , 2 1 3万 ５ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

本 件 に つ き ま し て は 、 特 に 緊 急 を 要 す る た め 、 議 会 を

招 集 す る 時 間 的 余 裕 が な い こ と が 明 ら か で あ る と 認 め た

の で 、 地 方 自 治 法 第 1 7 9条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 専 決 処 分 し

た も の で 、 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り こ れ を 報 告 し 、 承 認

を 求 め る も の で あ り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 6号 「 令 和 ３ 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 補 正 予

算 （ 第 1 2号 ） 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

今 回 の 補 正 は 、 子 育 て 世 帯 へ の 臨 時 特 別 給 付 金 に つ い

て 、 本 年 中 に 支 給 す る よ う 国 か ら 要 請 が あ り 、 早 急 に 対

応 す る 必 要 が 生 じ た こ と か ら 、 民 生 費 に つ き ま し て 、 当
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該 給 付 金 の 支 給 に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し て お

り ま す 。  

 

こ れ ら の 財 源 に つ き ま し て は 、 国 庫 支 出 金 を も っ て 充

当 し 、 繰 入 金 に つ い て は 減 額 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  

１ 億 8 , 2 6 2万 ８ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入

歳 出 そ れ ぞ れ 1 9 4億 5 , 4 7 6万 ３ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

以 上 、 議 案 ２ 件 に つ い て の 説 明 を 終 わ り ま す 。 よ ろ

し く ご 審 議 賜 り ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 

―――  降  壇  ―――  
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議 案 第 7 7号 か ら 議 案 第 8 8号 ま で に つ い て 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

 

ま ず 、 議 案 第 7 7号 「 令 和 ３ 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 補 正 予

算 （ 第 1 3号 ） 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、 ふ る さ と 納 税 関 連 経 費 や 国 県 支 出 金 の

精 算 返 納 に 要 す る 経 費 な ど に つ い て 所 要 の 措 置 を 講 じ た

も の で あ り ま す 。  

 

 補 正 の 主 な 内 容 に つ い て 歳 出 か ら 順 次 説 明 い た し ま す 。  

 

 総 務 費 に つ き ま し て は 、 市 内 企 業 の 冠 水 防 止 対 策 の 設

計 に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し た ほ か 、 豪 雨 災 害

に 伴 う 光 フ ァ イ バ ー ケ ー ブ ル 架 け 替 え に 要 す る 経 費 に つ

い て 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 民 生 費 に つ き ま し て は 、 生 活 保 護 扶 助 事 業 等 の 国 庫 支

出 金 精 算 返 納 金 に つ い て 新 た に 措 置 し 、 衛 生 費 に つ き ま

し て は 、 が ん 検 診 結 果 様 式 の 標 準 化 に 係 る シ ス テ ム 改 修

に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し て お り ま す 。  

 

 農 林 水 産 業 費 に つ き ま し て は 、 新 規 就 農 者 が 離 農 す る

こ と に よ る 県 支 出 金 精 算 返 納 金 に つ い て 新 た に 措 置 し た

ほ か 、 有 害 鳥 獣 で あ る シ カ 、 イ ノ シ シ の 捕 獲 に 要 す る 経

費 に つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

商 工 費 に つ き ま し て は 、 ふ る さ と 応 援 寄 附 金 の 増 加 に

伴 い 、 寄 附 者 へ の 返 礼 品 等 に 要 す る 経 費 に つ い て 追 加 の

措 置 を 講 じ 、 土 木 費 に つ き ま し て は 、 職 員 の 時 間 外 勤 務

に 要 す る 経 費 に つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  
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教 育 費 に つ き ま し て は 、 令 和 ４ 年 度 に 一 部 の 市 立 小 ・

中 学 校 に お い て 通 常 学 級 ・ 特 別 支 援 学 級 の 教 室 数 が 不 足

す る こ と が 見 込 ま れ る こ と か ら 、 教 室 の 増 設 や 備 品 購 入

な ど 、 学 校 の 環 境 整 備 に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置

し 、 災 害 復 旧 費 に つ き ま し て は 、 災 害 対 応 に 要 す る 経 費

に つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 以 上 、 歳 出 に つ い て 説 明 い た し ま し た が 、 こ れ ら の 財

源 に つ き ま し て は 、 市 税 、 地 方 消 費 税 交 付 金 、 分 担 金 及

び 負 担 金 、 国 庫 支 出 金 、 県 支 出 金 、 財 産 収 入 、 寄 附 金 、

諸 収 入 及 び 市 債 を も っ て 充 当 し 、 繰 入 金 に つ い て は 減 額

の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  

２ 億 9 , 0 5 9 ,万 ９ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳

入 歳 出 そ れ ぞ れ 1 9 7億 4 , 5 3 6万 ２ 千 円 と す る も の で あ り ま

す 。  

 

こ の ほ か 、 年 度 内 に 事 業 が 完 了 す る 見 込 が な い た め 、

布 計 鉱 山 鉱 害 防 止 事 業 に 明 許 繰 越 に よ る 繰 越 し の 措 置 を

講 じ 、 地 方 債 で は 、 緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業 に つ い て

追 加 の 措 置 を 講 じ 、 一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 に つ い て 限

度 額 変 更 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 7 8号 「 令 和 ３ 年 度 伊 佐 市 国 民 健 康 保 険 事

業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、 歳 出 に お い て 、 地 方 税 法 の 改 正 に 伴 う

シ ス テ ム 改 修 に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し て お り

ま す 。  
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 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  

8 2万 ５ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ

れ ぞ れ 3 8億 7 6 1万 ９ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 7 9号 「 令 和 ３ 年 度 伊 佐 市 農 業 集 落 排 水 事

業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ） 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、 歳 出 に お い て 、 菱 刈 地 区 北 部 処 理 場 の

流 量 調 整 ポ ン プ 取 替 え に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置

し て お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  

4 4万 ３ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ

れ ぞ れ １ 億 9 , 3 0 1万 ５ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 8 0号 「 令 和 ３ 年 度 伊 佐 市 水 道 事 業 会 計 補

正 予 算 （ 第 ２ 号 ） 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、 「 収 益 的 収 入 及 び 支 出 」 の 支 出 に お い

て 、 営 業 費 用 に 1 , 4 0 0万 円 を 追 加 し 、 収 益 的 支 出 の 総 額 を

３ 億 3 , 8 9 0万 ９ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 「 資 本 的 収 入 及 び 支 出 」 の 支 出 に お い て 、 建 設

改 良 費 を 5 0 0万 円 減 額 し 、 資 本 的 支 出 の 総 額 を ３ 億 7 , 9 1 1

万 ３ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 な お 、 資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 対 し 不 足 す る 額

２ 億 1 , 8 1 5万 円 は 、 減 債 積 立 金 と 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資

金 及 び 当 年 度 分 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 で 補 填 す る も の

で あ り ま す 。  
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 次 に 、 議 案 第 8 1号 「 伊 佐 市 課 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 」 の 制 定 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら の 組 織 機

構 の 見 直 し に 伴 い 、 課 の 設 置 及 び 廃 止 並 び に 分 掌 事 務 の

変 更 を 行 う た め 、 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 8 2号 「 伊 佐 市 個 人 情 報 保 護 条 例 及 び 伊 佐

市 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の

利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個

人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」 の 制

定 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 デ ジ タ ル 庁 設 置 法 及 び デ ジ タ ル

社 会 の 形 成 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 の

施 行 に 伴 い 、 保 有 個 人 情 報 の 記 録 事 項 に 訂 正 が あ っ た 場

合 の 通 知 先 を 、 総 務 大 臣 か ら 内 閣 総 理 大 臣 に 変 更 す る こ

と な ど の 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 8 3号 「 伊 佐 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 」 の 制 定 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 健 康 保 険 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改

正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 い 、 出 産 育 児 一 時 金 の 額 を 4 0万 ４

千 円 か ら 4 0万 ８ 千 円 に 改 正 す る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 8 4号 「 伊 佐 市 過 疎 地 域 産 業 開 発 促 進 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」 の 制 定 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 に

関 す る 特 別 措 置 法 の 施 行 に 伴 い 、 固 定 資 産 税 の 課 税 免 除
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対 象 事 業 に 、 新 た に 情 報 サ ー ビ ス 業 等 を 追 加 す る こ と な

ど の 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 8 5号 「 伊 佐 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 」 の 制 定 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 全 世 代 対 応 型 の 社 会 保 障 制 度 を

構 築 す る た め の 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施

行 に 伴 い 、 未 就 学 児 の 被 保 険 者 均 等 割 額 を ２ 分 の １ に 減

額 す る こ と な ど の 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 8 6号 「 財 産 の 取 得 」 に つ い て 説 明 申 し 上

げ ま す 。  

 

本 件 に つ き ま し て は 、 市 立 小 ・ 中 学 校 に 統 合 型 校 務 支

援 シ ス テ ム を 新 た に 導 入 す る も の で 、 校 務 サ ー バ ー 及 び

ソ フ ト ウ ェ ア の 購 入 に 係 る 仮 契 約 を 、 パ ス テ ム ソ リ ュ ー

シ ョ ン ズ 株 式 会 社 と 1 0月 2 6日 に 締 結 し ま し た の で 、 地 方

自 治 法 第 9 6条 第 １ 項 第 ８ 号 及 び 伊 佐 市 議 会 の 議 決 に 付 す

べ き 契 約 及 び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に 関 す る 条 例 第 ３ 条 の

規 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 8 7号 「 伊 佐 市 過 疎 地 域 持 続 的 発 展 計 画 の

策 定 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

本 件 に つ き ま し て は 、 令 和 ３ 年 ３ 月 3 1日 を も っ て 廃 止

さ れ た 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 措 置 法 に 替 わ り 、 令 和 ３ 年

４ 月 １ 日 に 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 に 関 す る 特 別 措

置 法 が 施 行 さ れ ま し た の で 、 同 法 に 基 づ く 計 画 を 策 定 す

る た め 、 同 法 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を

求 め る も の で あ り ま す 。  
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内 容 と い た し ま し て 、 こ れ ま で の 過 疎 地 域 自 立 促 進 計

画 を 基 に 、 時 代 に 即 し た 計 画 と な る よ う 見 直 し た も の を 、

令 和 ３ 年 度 か ら 令 和 ７ 年 度 ま で の ５ か 年 を 計 画 期 間 と し

て 新 た に 策 定 し て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 8 8号 「 教 育 委 員 会 委 員 の 任 命 」 に つ い て

説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

本 件 に つ き ま し て は 、 現 在 、 教 育 委 員 会 委 員 で あ り ま

す 久 保 田 悦 子 氏 の 任 期 が 本 年 1 2月 1 1日 を も っ て 満 了 と な

り ま す が 、 引 き 続 き 久 保 田 氏 を 教 育 委 員 会 委 員 に 任 命 し

た い の で 、 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 第

４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 同 意 を 求 め る も の で あ

り ま す 。  

 

以 上 、 議 案 1 2件 に つ い て の 説 明 を 終 わ り ま す 。 よ ろ

し く ご 審 議 賜 り ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 

―――  降  壇  ―――  

 


